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様式第２号(第５条関係) 

 

委 員 会 等 会 議 録 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

 １ 開会 

司会 

（志村主幹） 

只今から、鷲宮西中学校区における義務教育学校設立準備委員会第５回会議を開

催いたします。 

ここで開会にあたり、委員の変更がございますので、ご報告いたします。 

ＰＴＡから選出されておりました浅沼委員でございますが、ＰＴＡ役員の交代に

伴い、こちらの委員も役員の後任者と変更したい旨の申し出がございました。 

なお、後任の委員については、教育委員会の定例会において、委員委嘱の議決を

経たのちに委嘱となりますので、本日は１名の欠員という状況となります。 

ご承知おきくださるようお願いいたします。 

本日は、委員総数１９人に対しまして、出席者は、１３人でございます。従いま

して、久喜市立小・中学校の統廃合に伴う新校設立準備委員会設置要綱第６条第２

項に規定しております、会議の開催要件を満たしていることを報告させていただき

ます。 

また、本日の傍聴者はおりませんので、ご報告させていただきます。 

 ２ あいさつ 

相澤委員長  ＜相澤委員長あいさつ＞ 

 ３ 議事 

  ＜議事に入る前に前回会議録について確認＞ 

司会 

（志村主幹） 

ありがとうございます。 

特に修正点もございませんでしたので、議事録をホームページに掲載してまいり

たいと存じます。 

よろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入りたいと存じます。会議の進行につきましては、久喜市立小・

中学校の統廃合に伴う新校設立準備委員会設置要綱第６条第１項において、委員長

が議長となる旨の規定がございますので、相澤委員長に議長をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

議長 

（相澤委員長） 

それでは、暫くの間、議長を務めさせていただきます。円滑に議事が進行いたし

ますよう、皆様方のご協力をお願いします。 

それでは、本日の議事として、はじめに（１）今後のスケジュールについて議題

といたします。 

過日、各部会で提示されているところですが、改めて事務局より説明をお願いい

たします。 
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事務局 

（齋藤係長） 

 学務課の齋藤です。 

私から、今後のスケジュールについて、ご説明します。 

 昨年度、義務教育学校の開校予定時期を、令和７年４月から令和８年４月に見直

したことに伴い、改めて今後のスケジュールを示してほしいとのご意見をいただい

ておりましたので、この度委員の皆様にお示しするものです。 

 資料１をご覧ください。 

 まずは、これまでの経過として、準備委員会の第１回会議から昨年度中にご協議

いただいた主な事項や決定した事項等について記載させていただいております。 

 続きまして、裏面をご覧ください。今後のスケジュール（案）となっております。 

まずは、本日の議事（２）でもご協議いただく、新校基本計画（案）についての

検討を予定しております。今までいただいたご意見を反映したものから、大きな修

正等が生じないようであれば、そのまま教育委員会定例会に提出する案として承認

してよいかお伺いする予定です。その後の検討事項でございますが、校章・校歌等

の検討、閉校式・開校式の検討、統合記念品の検討、制服等の検討、通学路・通学

方法の検討等が必要となると考えております。 

これらの検討事項について、ご審議を重ねていただき、適宜決定していただきた

いと考えております。 

また、増築を予定している新校舎等を見学する機会について、施工中の段階で１

回、完成後に１回実施出来るように計画する予定です。 

なお、皆様の任期は令和７年３月３１日までとなっておりますので、任期の終盤

にかけては、ご協議いただいた内容を報告書としてまとめていただきたいと考えて

おります。 

事務局からのご説明は以上です。 

議長 

（相澤委員長） 

 只今、今後のスケジュールについて事務局から説明がありました。 

 昨年度、開校時期を見直したことに伴い、これまでに決定した内容と、今後検討・

協議していかなくてはならない内容が示されました。 

 各専門部会が中心となって、円滑に検討が進みますよう、ご協力をお願いいたし

ます。 

 それでは、各部会においてもそれぞれの分野について確認していることとは思い

ますが、只今説明のあったスケジュール等について、ご意見・ご質問がありました

らお願いします。 

才木委員  第２条の（９）に、「その他学校統廃合及び新校の開校に関して必要な事項に関

すること」とある。新聞で、先生が働きすぎであるという記事があった。加須市は

一人当たり年間３６０時間に対して、実際は年間４８６時間働いていた。久喜市は、

過労死ライン月間８０時間越えの先生が小学生では３％、中学校では１１％という

ことであった。この会議で、先生方の働き方について議論していただきたい。新し

い学校の設立に関しては、新しい施策があるといいと思う。これは要望でも構わな

いが、この会議でこのような意見が出たということを議事に載せていただきたい。 

通学・ＰＴＡ部会

長 

先ほどの才木委員のご意見は要望とのことだったが、こういった会議の場では皆

さんの時間を奪うことになりかねないので、関係のない話はしないほうがいいので
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（柴木委員） はないかと思う。なぜかというと、これは価値観の相違なので、あくまでも私の価

値観では、会議に必要のないことは市議会のほうに直接ご意見を申し述べていただ

きたい。 

 今後のスケジュールということで、非常にわかりやすくていいと思う。ひとつ言

うならば、やはりこういった会議の場だけでの意見で学校が開校に進んでいってし

まうと、そこに関わる子どもたちや保護者等の意見をどこで吸い上げられていくの

かというのが出てくる。もし、よろしければアンケート等で関係者の意見を吸い上

げる場所を配慮していただきたい。そうすれば、より良い今後のスケジュールにな

ると思う。 

事務局 

（齋藤係長） 

保護者の方や地域の方のご意見ということで、１学期の保護者会の機会を通じ

て、現在の通学路の案を見せてご意見を募った。今後、制服のアンケートも実施し

ていくので、そういった形で保護者の方や地域の方からのご意見を吸い上げていき

たいと考える。 

才木委員 先ほどの柴木委員の話だが、これは学校設置の９番の話で該当すると思い、話し

た。協議事項の９番目に「その他学校統廃合及び新校の開校に関して必要な事項に

関すること」と書いてある。これをどう解釈するかなのだが、先生方の働き方につ

いては入ると私は思う。議論ではなく、あくまでも要望ということを理解していた

だきたい。 

議長 

（相澤委員長） 

その他にありますか。 

 ＜なしの声あり＞ 

議長 

（相澤委員長） 

ありがとうございました。 

今後も、進捗状況等に応じて適宜見直すこともあるかと思いますが、よろしくお

願いいたします。 

それでは、議事の（２）に移りまして、新校基本計画（案）について、事務局よ

り説明を求めます。 

事務局 

（齋藤係長） 

続きまして、新校基本計画（案）について順次ご説明いたします。 

資料２及び資料３をご覧ください。 

過日開催された各専門部会で、５．１８現在案をもとにご協議いただき、その後、

ご協議いただいた内容を反映させた５．２３現在案をもとに、関係する市長部局等

に確認を依頼しました。 

その結果、資料２のとおり対応させていただいたところでございます。 

 改めて、その修正を反映させた６．５現在案を資料３としてご用意いたしました

ので、その概要をご説明いたします。 

「１．はじめに」については、義務教育学校設置の方針が決定された背景の記載に

なります。 

「２．学校の適正規模・適正配置」については、本市で定めております、「久喜市

立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針」に基づく内容の記載になり

ます。 
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「３．小・中一貫教育の取り組み」については、本市における小・中一貫教育につ

いての記載になります。 

「４．義務教育学校設置の意義」については、義務教育学校にかかる一般的な考え

方やその効果についての記載になります。 

「５．鷲宮西中学校区に義務教育学校を設置する目的と経緯」については、鷲宮西

中学校区に義務教育学校を設置することを検討した理由やその決定の経緯の記載

になります。 

「６．鷲宮西中学校区におけるこれまでの検討の経緯」については、先ほどの項目

の詳細となる項目から準備委員会での検討の経緯の記載になります。 

「７．児童生徒数、学級数の推移」については、義務教育学校設置の方針決定以後

から開校時期まで現在の推計で人数を記載しております。 

「８．小・中学校の統合に関する基本的な考え方」については、久喜市教育委員会

令和４年４月定例会で決定された方針の内容やこれまで準備委員会の全体会議で

決定していただいた内容、統合に向けて検討していることやスケジュールについて

の記載になります。 

「９．本計画の実施体制について」については、準備委員会の皆様方をはじめ、Ｐ

ＴＡや学校運営協議会などの関係機関、市の関係部局や教育委員会の各部局等の記

載となります。 

「１０．学校施設の跡地利用の方向性」については、廃止した学校を含む公共施設

については、現在「久喜市アセットマネジメント推進本部」という組織で全庁的に

検討を進めることとしておりますので、その旨の記載となります。 

「１１．その他」については、本準備委員会の設置要綱、委員の皆様の名簿、市民

参加のための附属機関である久喜市立小・中学校学区等審議会からいただいた答申

書の写しの記載となります。 

駆け足ではございましたが、以上が新校基本計画（案）の内容となります。 

ご意見、ご質問等ございましたらよろしくお願いいたします。 

事務局からの説明は以上でございます。 

議長 

（相澤委員長） 

ありがとうございました。 

今後、この計画書は教育委員会として策定するそうですから、事務局でも私たち

準備委員会委員の意見を反映するほか、市当局との調整も進めるなど、内容を精査

したとのことでした。 

ただいまの説明や計画書案の内容について、ご意見・ご質問等はございますか。 

通学・ＰＴＡ部会

長 

（柴木委員） 

 「鷲宮西中学校区における義務教育学校設立に係る新校基本計画（案）の関係各

課のご意見を踏まえた対応について」の１番、「３校の順番が鷲宮小学校、上内小

学校、鷲宮西中学校のものと、上内小学校、鷲宮小学校、鷲宮西中学校のものがあ

るので統一したほうがよい。」というご意見があったと思うが、それに関する教育

委員会の決定としては、「上内小学校、鷲宮小学校、鷲宮西中学校の順に統一する」

と書いてある。久喜市のＰＴＡ連合会では、開校した順番で統一をしている。これ

を考えたときに、新しい時代の学びを実現する学校を目指すのなら、どちらにせよ

明確にしたほうがいいと思う。安易に五十音順で決めているのであれば、私の意見

としては鷲宮小学校からの順番のほうがいいと思う。 
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事務局 

（齋藤係長） 

 教育委員会で使用するものも学校の設立年度順に各地区の学校が並んでいる。鷲

宮地区でいえば、鷲宮小学校が最初に設立したので、鷲宮小学校、上内小学校、鷲

宮西中学校の順になる。鷲宮西中学校区における統合の決定をした際に、上内小学

校の小規模化に伴う統廃合を検討することで、方向性・教育委員会の方針として教

育委員会の定例会で議決を得ている。要するに、上内小学校が小規模だから、ここ

の学校とここの学校を統合するというような方針決定がされている。なので、上内

小学校が小規模化したから鷲宮小学校と鷲宮西中学校と統合して、新たに義務教育

学校を設立するといった方針決定がされたので、その方針と文言を合わせて、この

ような表現にしている。 

議長 

（相澤委員長） 

その他にありますか。 

 ＜なしの声あり＞ 

議長 

（相澤委員長） 

 よろしいでしょうか。 

 再度、事務局に確認いたしますが、この計画書の策定と今後の取扱について、今

一度説明をお願いします。 

事務局 

（齋藤係長） 

 この新校基本計画（案）につきまして、本日、皆様に案のご承認をいただきまし

たら、準備委員会の設置要綱の規定に基づき準備委員会から教育委員会に報告する

という形を、９月開催の教育委員会定例会で、本計画策定のためのご審議・ご議決

をいただく予定です。 

 教育委員会として計画を策定いたしましたら、統合だよりやホームページを通じ

て、関係の保護者や地域の皆様にお知らせしてまいりたいと考えております。 

 また、市議会定例会議において、学校設置条例の改正案をご審議いただく際には、

新校の方向性を示す参考資料として、市議会に提示したいと考えております 

 事務局からは以上です。 

議長 

（相澤委員長） 

 ありがとうございました 

 ただいまの説明にご意見・ご質問等はございますか 

 ＜なしの声あり＞ 

議長 

（相澤委員長） 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、新校基本計画の案について、承認の採決を行いたいと思います。賛成

の方は挙手にて表明をお願いいたします。  

 新校基本計画（案）について、事務局の原案通り承認してよろしいでしょうか。 

事務局 

（関口課長） 

＜確認＞ 

全員 

議長 

（相澤委員長） 

ありがとうございました。 

それでは、満場一致にて、本計画案を承認したいと思います。よろしくお願いい

たします。 

さて、新校の基本的な事項については、概ね固まったと思いますが、この準備委

員会において、今後の検討はどのように進めていくのでしょうか。事務局から説明
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をお願いします。 

事務局 

（齋藤係長） 

名称をはじめとする新校の基本的な事項について、慎重なご審議のうえ、ご承認

をいただき、ありがとうございました。                   

 それでは、今後の準備委員会のスケジュール等についてご説明いたします。  

 本日の会議は、新校の基本的事項について概ね具体化するという点で、１つの節

目となる会議でございました。今後は、新校の開校に向けて、個別具体的な協議を

進める必要があると考えております。このようなことから、これまでも様々ご協議

いただいたように、各専門部会において、個別事項の方向性や内容を検討していく

必要があると考えております。今後の課題については、各部会でもご説明いたしま

したが、共通認識を図るため、再度説明させていただきます。         

 総務部会に関することとしては、校章・校歌の検討、閉校や開校に係る記念事業

の検討などがございます。  

次に、学校運営部会に関することとしては、制服等の検討などがございます。 

次に、通学・ＰＴＡ部会に関することとしては、通学路とその経路上における安

全対策の検討、ＰＴＡ等の検討などがございます。              

 そのほか、学校現場で調整いただくことに関しましては、学校行事や教育課程等

の検討、学校運営協議会等の関係団体に関する検討、備品等の確認などをお願いし

てまいります。                              

 事務局では、関係の皆様にご協力をいただき、貴重なご意見をお伺いしながら、

令和８年４月の新校開校に向けて、万全の準備を進めてまいりたいと考えておりま

すので、委員の皆様方におかれましては、引き続き格段のご協力をお願い申し上げ

ます。 

議長 

（相澤委員長） 

 事務局より今後の進め方について説明がありました。            

何かご質問等はございますか。 

 ＜なしの声あり＞ 

議長 

（相澤委員長） 

他にご意見はございますか。ないようでしたら、議長の任を解かせていただきま

す。 

委員の皆様におかれましたは、ご協力ありがとうございました。 

 ４ その他 

司会 

（志村主幹） 

 委員長、ありがとうございました。 

なお、今後の会議につきましては、専門部会における協議内容を検討中であり、

準備が整いましたら、文書にて委員の皆様にお知らせいたしますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 ５ 閉会 

司会 

（志村主幹） 

それでは、閉会にあたりまして、増田副委員長からご挨拶をいただきたいと存じ

ます。よろしくお願いします。 

増田副委員長  ＜増田副委員長あいさつ＞ 
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司会 

（志村主幹） 

ありがとうございました。以上をもちまして、鷲宮西中学校区における義務教育

学校設立準備委員会第５回会議を閉会とさせていただきます。 

本日はありがとうございました。 

 


